
議 案 第 ４ 号 石川県立高等学校規則の改正等について 

１ 提案理由 

民法の一部改正等に伴い、以下のとおり関係規定を整備する必要があるため 

２ 改正する規定等 

（１）民法の一部改正に伴うもの

①石川県立高等学校規則の一部改正

（２）教育委員会事務局内の組織改正等に伴うもの

①室の廃止及び設置の告示

②駐在地の指定の告示

③市町村立学校の事務職員及び栄養職員の職の設置基準に関する規則の一部

改正

３ 根拠法令 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１５条 

４ 改正案 

別添のとおり 

５ 施行年月日 

令和２年４月１日 



石川県立高等学校規則の改正等について 

１ 改正概要 ･･････････････････････････････････････････････････  １ 

２ 改正する規定等 

（１）民法の一部改正に伴うもの

・石川県立高等学校規則の一部改正･･･････････････････････････ ２ 

（２）教育委員会事務局内の組織改正等に伴うもの

・室の廃止及び設置の告示･･･････････････････････････････････ ５ 

・駐在地の指定の告示･･･････････････････････････････････････ ７ 

・市町村立学校の事務職員及び栄養職員の職の設置基準に関

する規則の一部改正･･･････････････････････････････････････ ８ 

議案第４号関係資料 



改 正 概 要 

１ 改正する規定及び改正内容等 

（１）民法の一部改正に伴うもの

①石川県立高等学校規則の一部改正

県立学校に入学を許可された者に提出を義務付けている誓約書にお

いて、保証人が支払いの責を負う上限の額を「石川県立学校条例に定

める授業料」と明記するもの（特別支援学校も同規定を準用）

（２）教育委員会事務局内の組織改正等に伴うもの

①室の廃止及び設置の告示

教員確保・指導力向上推進室（学校指導課内）を廃止するもの 

教育振興・教員確保指導力向上推進室（庶務課内）を新設するもの 

②駐在地の指定の告示

令和３度全国高等学校総合体育大会の開催準備のため県立桜丘高等

学校に職員を駐在させるもの 

③市町村立学校の事務職員及び栄養職員の職の設置基準に関する規則

の一部改正

学校給食栄養に関する技術を処理するため、新たに「栄養主査」の

職名を設けるもの 

２ 施行年月日 

  令和２年４月１日 

1



石
川
県
立
高
等
学
校
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
案
） 

石
川
県
立
高
等
学
校
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
石
川
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
教
育
基
本
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
五
号)

」
を
「
教
育
基
本
法(

平
成
十
八
年
法
律
第
百
二
十
号)

」
に
改
め
る
。 

第
二
十
二
条
中
「
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
」
を
「
石
川
県
立
学
校
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
石
川
県
条
例
第
四
十
二
号
）
及
び
石
川
県
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
石
川

県
条
例
第
七
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
」
に
改
め
る
。 

第
四
号
様
式
中 

「

「

に
、

」

」

「
入
学
者
氏
名
欄
に
限
り
、
入
学
者
本
人
が
署
名
す
る
場
合
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
」
 

を

「
入
学
者
氏
名
欄
は
、
入
学
者
本
人
が
署
名
す
る
こ
と
」 

に
、

「
授
業
料
等
」
 

を 
「
石
川
県
立
学
校
条
例
に
定
め
る
授
業
料
」
 

に
、 

「
殿
」
 

を 
「
様
」
 

に
改
め
る
。 

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

現
住
所

 
現
住
所

 

氏
名
○印

生
年

月
日

 

を

氏
名

 

生
年

月
日
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○
石
川
県
立
高
等
学
校
規
則
の
一
部
改
正
（
昭
和
三
十
七
年
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号
） 

新
旧
対
照
表

改

正

案

現

行

第
一
条

石
川
県
立
高
等
学
校(

第
十
八
条
を
除
き
、
以
下
「
高
等
学
校
」
と
い
う
。)

は
、
教
育
基
本
法(

平
成
十
八
年
法
律
第
百
二
十
号)

及
び
学
校
教
育
法(

昭
和
二

十
二
年
法
律
第
二
十
六
号)

に
基
づ
き
、
中
学
校
及
び
義
務
教
育
学
校
の
後
期
課

程
に
お
け
る
教
育
の
基
礎
の
上
に
、
心
身
の
発
達
及
び
進
路
に
応
じ
て
、
高
度

な
普
通
教
育
及
び
専
門
教
育
を
施
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
二
十
二
条

授
業
料
、
入
学
検
定
手
数
料
、
入
学
手
数
料
及
び
証
明
書
交
付
手

数
料
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
石
川
県
立
学
校
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
石

川
県
条
例
第
四
十
二
号
）
及
び
石
川
県
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
石
川
県
条

例
第
七
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
一
条

石
川
県
立
高
等
学
校(

第
十
八
条
を
除
き
、
以
下
「
高
等
学
校
」
と
い
う
。) 

は
、
教
育
基
本
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
五
号)

及
び
学
校
教
育
法(

昭
和

二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号)

に
基
づ
き
、
中
学
校
及
び
義
務
教
育
学
校
の
後
期

課
程
に
お
け
る
教
育
の
基
礎
の
上
に
、
心
身
の
発
達
及
び
進
路
に
応
じ
て
、
高

度
な
普
通
教
育
及
び
専
門
教
育
を
施
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
二
十
二
条

授
業
料
、
入
学
検
定
手
数
料
、
入
学
手
数
料
及
び
証
明
書
交
付
手

数
料
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
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○
石
川
県
立
高
等
学
校
規
則
（
昭
和
3
7
年
石
川
県
教
育
委
員
会
規
則
第
3
号
）
　
新
旧
対
照
表

改
　
　
正
　
　
案

現
　
　
　
行
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石川県教育委員会告示第   号

 石川県教育委員会事務局等組織規則（昭和４０年石川県教育委員

会規則第５号）第１５条第１項の規定により設置した教員確保・指

導力向上推進室は、令和２年３月３１日限り廃止した。  

令和２年   月   日

石川県教育委員会
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石川県教育委員会告示第   号 

 石川県教育委員会事務局等組織規則（昭和４０年石川県教育委員会規則

第５号）第１５条第１項の規定により、令和２年４月１日次のとおり室を

設置した。 

  令和２年  月   日 

石川県教育委員会   

１ 名称 

  教育振興・教員確保指導力向上推進室 

２ 位置 

  石川県教育委員会事務局内  

３ 分掌事務  

(1) 教育振興基本計画に関すること。

(2) 教育関係職員等の研修の総合企画調整に関すること。
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石川県教育委員会告示第  号  

 

 石川県教育委員会事務局等組織規則（昭和４０年石川県教育委員

会規則第５号）第１５条第１項の規定により、保健体育課に所属す

る職員を令和３年度全国高等学校総合体育大会開催に関する事務

処理のため駐在させる地を令和２年４月１日次のとおり指定した。 

 

  令和２年４月  日  

 

石川県教育委員会   

 

  金沢市大樋町  

  

   

 

 

 

 

 

（注）金沢市大樋町    金沢桜丘高等学校  
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市
町
村
立
学
校
の
事
務
職
員
及
び
栄
養
職
員
の
職
の
設
置
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

市
町
村
立
学
校
の
事
務
職
員
及
び
栄
養
職
員
の
職
の
設
置
基
準
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
石
川
県
教
育
委
員
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
表
事
務
主
査
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

栄
養
主
査

上
司
の
命
を
受
け
、
学
校
給
食
栄
養
に
関
す
る
技
術
を
処
理
す
る
。 

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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○
市
町
村
立
学
校
の
事
務
職
員
及
び
栄
養
職
員
の
職
の
設
置
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正

新
旧
対
照
表

改

正

案

現

行

（
事
務
職
員
等
の
職
の
基
準
）

第
二
条

事
務
職
員
等
の
職
の
基
準
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、

そ
の
職
務
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

職

職

務

事

務

長

上
司
の
命
を
受
け
、
事
務
を
処
理
す
る
。

事

務

主

査

上
司
の
命
を
受
け
、
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

栄

養

主

査

上
司
の
命
を
受
け
、
学
校
給
食
栄
養
に
関
す
る
技
術
を

処
理
す
る
。

主

任

主

事

上
司
の
命
を
受
け
、
事
務
に
従
事
す
る
。

主

任

技

師

上
司
の
命
を
受
け
、
学
校
給
食
栄
養
に
関
す
る
技
術
に

従
事
す
る
。

主

事

上
司
の
命
を
受
け
、
一
般
事
務
に
従
事
す
る
。

技

師

上
司
の
命
を
受
け
、
学
校
給
食
栄
養
に
関
す
る
一
般
技

術
に
従
事
す
る
。

（
事
務
職
員
等
の
職
の
基
準
）

第
二
条

事
務
職
員
等
の
職
の
基
準
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、

そ
の
職
務
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

職

職

務

事

務

長

上
司
の
命
を
受
け
、
事
務
を
処
理
す
る
。

事

務

主

査

上
司
の
命
を
受
け
、
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

主

任

主

事

上
司
の
命
を
受
け
、
事
務
に
従
事
す
る
。

主

任

技

師

上
司
の
命
を
受
け
、
学
校
給
食
栄
養
に
関
す
る
技
術
に

従
事
す
る
。

主

事

上
司
の
命
を
受
け
、
一
般
事
務
に
従
事
す
る
。

技

師

上
司
の
命
を
受
け
、
学
校
給
食
栄
養
に
関
す
る
一
般
技

術
に
従
事
す
る
。
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